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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

略 略第 七 条 第 七 条

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 特 例 ）

東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一第 七 条 の 二

日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴

う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 ） に 対

処 す る た め 警 察 職 員 が 前 条 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業

に 引 き 続 き 五 日 以 上 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 作

業 に 係 る 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 額 は 、 同 号 の

規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 の 規 定 に よ る 額 に 八 百 四

十 円 を 加 算 し た 額 と す る 。

略 略第 二 十 五 条 第 二 十 五 条

（ 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等 作 業 手 当 ）

条 例 第 二 十 七 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規第 二 十 六 条

則 で 定 め る 区 域 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 に 伴 う 東 京 電 力 株 式 会

社 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 （ 以 下 「 福 島 原 発 」 と い

う 。 ） の 事 故 に 係 る も の に 限 る 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る 区 域 と す る 。

一 福 島 原 発 の 敷 地 の 区 域

二 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 百 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く

原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対

す る 指 示 （ 以 下 「 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） に よ

り 、 帰 還 困 難 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域

（ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

三 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 制 限 区 域 に 設 定 す る

こ と と さ れ た 区 域 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）

２ 前 項 の 区 域 に 係 る 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等 作 業 手

当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。
一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 原 子 炉 建 屋 で あ つ て 人 事 委 員 会 が 定 め る も の

の 内 部 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 四 万 円

二 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業
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栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 五 家 正

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

略 略第 七 条 第 七 条

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 特 例 ）

東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一第 七 条 の 二

日 に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴

う 原 子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 ） に 対

処 す る た め 警 察 職 員 が 前 条 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業

に 引 き 続 き 五 日 以 上 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 作

業 に 係 る 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 額 は 、 同 号 の

規 定 に か か わ ら ず 、 同 号 の 規 定 に よ る 額 に 八 百 四

十 円 を 加 算 し た 額 と す る 。

略 略第 二 十 五 条 第 二 十 五 条

（ 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等 作 業 手 当 ）

条 例 第 二 十 七 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規第 二 十 六 条

則 で 定 め る 区 域 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に 発 生

し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 に 伴 う 東 京 電 力 株 式 会

社 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 （ 以 下 「 福 島 原 発 」 と い

う 。 ） の 事 故 に 係 る も の に 限 る 。 ） は 、 次 に 掲 げ

る 区 域 と す る 。

一 福 島 原 発 の 敷 地 の 区 域

二 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 百 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く

原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対

す る 指 示 （ 以 下 「 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） に よ

り 、 帰 還 困 難 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域

（ 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

三 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 制 限 区 域 に 設 定 す る

こ と と さ れ た 区 域 （ 前 二 号 に 掲 げ る も の を 除

く 。 ）

２ 前 項 の 区 域 に 係 る 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等 作 業 手

当 の 額 は 、 従 事 し た 日 一 日 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。
一 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 原 子 炉 建 屋 で あ つ て 人 事 委 員 会 が 定 め る も の

の 内 部 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 四 万 円

二 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 前 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る も の を 除 き 、 故 障 し

た 設 備 等 を 現 場 に お い て 確 認 す る も の で あ つ て

人 事 委 員 会 が 定 め る も の に 限 る 。 ） 二 万 円

三 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 前 二 号 及 び 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 一

万 三 千 三 百 円

四 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 人 事 委 員 会 が 定 め る 施 設 内 に お い て 行 う も の

に 限 る 。 ） 三 千 三 百 円

五 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 千 六 百

円
六 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 千 三 百 三

十 円

七 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 三 千 三 百

円
八 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 百 六 十

円

３ 前 項 第 五 号 又 は 第 七 号 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た

時 間 が 一 日 に つ い て 四 時 間 に 満 た な い 場 合 に お け

る そ の 日 の 当 該 作 業 に 係 る 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等

作 業 手 当 の 額 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 額

に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

～ 略 ～ 略第 二 十 七 条 第 三 十 条 第 二 十 六 条 第 二 十 九 条

附 則 附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

① 略 略第 一 条
（ 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当 ）

条 例 附 則 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る第 二 条
区 域 は 、 次 に 掲 げ る 区 域 と す る 。

一 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 百 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く

原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対

す る 指 示 （ 以 下 「 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） に よ

り 、 帰 還 困 難 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域

（ 福 島 原 発 の 敷 地 を 除 く 。 ）

二 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 制 限 区 域 に 設 定 す る

こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島 原 発 の 敷 地 及 び 前 号 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ）

三 本 部 長 指 示 に よ り 、 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置

法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第

二 百 二 十 三 号 ） 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 戒 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島
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（ 前 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る も の を 除 き 、 故 障 し

た 設 備 等 を 現 場 に お い て 確 認 す る も の で あ つ て

人 事 委 員 会 が 定 め る も の に 限 る 。 ） 二 万 円

三 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 前 二 号 及 び 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 一

万 三 千 三 百 円

四 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 人 事 委 員 会 が 定 め る 施 設 内 に お い て 行 う も の

に 限 る 。 ） 三 千 三 百 円

五 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 千 六 百

円
六 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 千 三 百 三

十 円

七 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 三 千 三 百

円
八 前 項 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 百 六 十

円

３ 前 項 第 五 号 又 は 第 七 号 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た

時 間 が 一 日 に つ い て 四 時 間 に 満 た な い 場 合 に お け

る そ の 日 の 当 該 作 業 に 係 る 原 子 力 事 業 所 敷 地 内 等

作 業 手 当 の 額 は 、 同 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 額

に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

～ 略 ～ 略第 二 十 七 条 第 三 十 条 第 二 十 六 条 第 二 十 九 条

附 則 附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

① 略 略第 一 条
（ 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当 ）

条 例 附 則 第 二 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る第 二 条
区 域 は 、 次 に 掲 げ る 区 域 と す る 。

一 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律

第 百 五 十 六 号 ） 第 二 十 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く

原 子 力 災 害 対 策 本 部 長 の 地 方 公 共 団 体 の 長 に 対

す る 指 示 （ 以 下 「 本 部 長 指 示 」 と い う 。 ） に よ

り 、 帰 還 困 難 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域

（ 福 島 原 発 の 敷 地 を 除 く 。 ）

二 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 制 限 区 域 に 設 定 す る

こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島 原 発 の 敷 地 及 び 前 号 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ）

三 本 部 長 指 示 に よ り 、 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置

法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第

二 百 二 十 三 号 ） 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 警 戒 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島

原 発 の 敷 地 、 前 二 号 に 掲 げ る も の 及 び 本 部 長 指

示 に よ り 、 避 難 指 示 解 除 準 備 区 域 に 設 定 す る こ

と と さ れ た も の を 除 く 。 ）

四 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 者 等 が 避 難 の た め の

立 退 き 又 は 避 難 の た め の 計 画 的 な 立 退 き を 行 う

こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島 原 発 の 敷 地 、 前 三 号 に

掲 げ る も の 及 び 本 部 長 指 示 に よ り 、 避 難 指 示 解

除 準 備 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た も の を 除

く 。 ）

２ 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日

一 日 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 作 業 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 原 子 炉 建

屋 で あ つ て 人 事 委 員 会 が 定 め る も の の 内 部 に お

い て 行 う も の に 限 る 。 ） 四 万 円

二 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 前 号 及 び

第 四 号 に 掲 げ る も の を 除 き 、 故 障 し た 設 備 等 を

現 場 に お い て 確 認 す る も の で あ つ て 人 事 委 員 会

が 定 め る も の に 限 る 。 ） 二 万 円

三 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 前 二 号 及

び 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 一 万 三 千 三 百

円
四 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 人 事 委 員

会 が 定 め る 施 設 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

三 千 三 百 円

五 前 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て

行 う 作 業 （ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

六 千 六 百 円

六 前 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て

行 う 作 業 （ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

千 三 百 三 十 円

七 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 三 千 三 百

円
八 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 百 六 十

円
九 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 五 千 円

十 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 千 円

３ 同 一 の 日 に 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 作 業 の 二 以 上 の

作 業 に 従 事 し た 場 合 は 、 一 日 に つ き 当 該 作 業 に 従

事 し た 場 合 に 支 給 す る 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当

の う ち い ず れ か 最 も 高 額 の も の を 支 給 す る 。

４ 第 二 項 第 五 号 、 第 七 号 又 は 第 九 号 に 掲 げ る 作 業

に 従 事 し た 時 間 が 一 日 に つ い て 四 時 間 に 満 た な い

場 合 に お け る そ の 日 の 当 該 作 業 に 係 る 福 島 原 発 敷

地 内 等 作 業 手 当 の 額 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 受 け

る べ き 額 に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。
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原 発 の 敷 地 、 前 二 号 に 掲 げ る も の 及 び 本 部 長 指

示 に よ り 、 避 難 指 示 解 除 準 備 区 域 に 設 定 す る こ

と と さ れ た も の を 除 く 。 ）

四 本 部 長 指 示 に よ り 、 居 住 者 等 が 避 難 の た め の

立 退 き 又 は 避 難 の た め の 計 画 的 な 立 退 き を 行 う

こ と と さ れ た 区 域 （ 福 島 原 発 の 敷 地 、 前 三 号 に

掲 げ る も の 及 び 本 部 長 指 示 に よ り 、 避 難 指 示 解

除 準 備 区 域 に 設 定 す る こ と と さ れ た も の を 除

く 。 ）

２ 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当 の 額 は 、 従 事 し た 日

一 日 に つ き 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 作 業 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 原 子 炉 建

屋 で あ つ て 人 事 委 員 会 が 定 め る も の の 内 部 に お

い て 行 う も の に 限 る 。 ） 四 万 円

二 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 前 号 及 び

第 四 号 に 掲 げ る も の を 除 き 、 故 障 し た 設 備 等 を

現 場 に お い て 確 認 す る も の で あ つ て 人 事 委 員 会

が 定 め る も の に 限 る 。 ） 二 万 円

三 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 前 二 号 及

び 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 一 万 三 千 三 百

円
四 福 島 原 発 の 敷 地 に お い て 行 う 作 業 （ 人 事 委 員

会 が 定 め る 施 設 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

三 千 三 百 円

五 前 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て

行 う 作 業 （ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

六 千 六 百 円

六 前 項 第 一 号 又 は 第 三 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て

行 う 作 業 （ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ）

千 三 百 三 十 円

七 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 三 千 三 百

円
八 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 六 百 六 十

円
九 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 外 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 五 千 円

十 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 区 域 に お い て 行 う 作 業

（ 屋 内 に お い て 行 う も の に 限 る 。 ） 千 円

３ 同 一 の 日 に 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 作 業 の 二 以 上 の

作 業 に 従 事 し た 場 合 は 、 一 日 に つ き 当 該 作 業 に 従

事 し た 場 合 に 支 給 す る 福 島 原 発 敷 地 内 等 作 業 手 当

の う ち い ず れ か 最 も 高 額 の も の を 支 給 す る 。

４ 第 二 項 第 五 号 、 第 七 号 又 は 第 九 号 に 掲 げ る 作 業

に 従 事 し た 時 間 が 一 日 に つ い て 四 時 間 に 満 た な い

場 合 に お け る そ の 日 の 当 該 作 業 に 係 る 福 島 原 発 敷

地 内 等 作 業 手 当 の 額 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 受 け

る べ き 額 に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 特 例 ）

東 日 本 大 震 災 （ 平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 に第 三 条
発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 及 び こ れ に 伴 う 原

子 力 発 電 所 の 事 故 に よ る 災 害 を い う 。 ） に 対 処 す

る た め 警 察 職 員 が 第 七 条 第 十 一 号 に 掲 げ る 作 業 に

引 き 続 き 五 日 以 上 従 事 し た 場 合 に お け る 当 該 作 業

に 係 る 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 額 は 、 同 号 の 規

定 に か か わ ら ず 、 同 号 の 規 定 に よ る 額 に 八 百 四 十

円 を 加 算 し た 額 と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。


